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本コーナーでは、仙台商工会議所
をより多くの方にご利用いただく
ため、当所の事業活動をご紹介し
ていきます。

第１３回
仙
台
商
工
会
議
所
労
働
保
険
事
務
組
合
で
は
、

会
員
企
業
を
対
象
に
、
労
働
保
険
の
事
務
処
理
を
代
行
し
て
い
ま
す

　「
労
働
保
険
」
と
は
、「
労
災
保
険
」

と「
雇
用
保
険
」を
合
わ
せ
た
総
称
で
す
。

国
が
運
営
し
て
い
る
制
度
で
、
法
人
・

個
人
を
問
わ
ず
、労
働
者
を一人
で
も
雇
っ

て
い
れ
ば
、
事
業
主
・
労
働
者
の
意
志

に
関
わ
ら
ず
、
加
入
す
る
こ
と
が
法
律

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
労
災
保
険
」
は
、 
”労
働
者“ 

が
業

務
中
や
通
勤
時
に
病
気
や
ケ
ガ
に
見
舞

わ
れ
た
際
、
ま
た
は
死
亡
し
た
場
合
に
、

被
災
労
働
者
や
遺
族
を
保
護
す
る
も
の

で
、
保
険
料
は
全
額
事
業
主
が
負
担
し

ま
す
（
事
業
主
、
自
営
業
な
ど
家
族
で

事
業
を
さ
れ
て
い
る
方
、
役
員
な
ど
は

加
入
で
き
ま
せ
ん
）。

　「
雇
用
保
険
」
は
、
従
業
員
の
採
用
や

失
業
の
予
防
等
に
対
し一定
の
条
件
下
に

お
い
て
事
業
主
に
各
種
助
成
金
が
支
給

さ
れ
る
も
の
。
そ
れ
と
同
時
に
、
労
働

者
に
対
し
て
は
失
業
し
た
際
に
失
業
給

付
金
等
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、

保
険
料
は
事
業
主
と
労
働
者
の
按
分
負

担
で
す
。

　
納
付
や
申
告
な
ど
、
労
働
保
険
の
手

続
き
に
か
か
る
事
務
処
理
は
、
日
々
の

業
務
で
忙
し
く
動
き
回
っ
て
い
る
皆
さ
ん

に
と
っ
て
大
変
手
間
が
か
か
る
も
の
で

す
。
そ
こ
で
、
仙
台
商
工
会
議
所
労
働

保
険
事
務
組
合
で
は
、
会
員
企
業
を
対

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
三
つ
目
は
、 

”労
災
保
険
の
保
護
対
象

と
な
ら
な
い
方
“々 

も
労
災
保
険
に
加

入
で
き
る
こ
と
で
す
。
本
来
、
事
業
主
、

自
営
業
や
ご
家
族
で
事
業
を
さ
れ
て
い

る
方
、
役
員
な
ど
、 

”労
働
者
で
は
な
い

方
（
家
族
従
事
者
含
む
）“ 

は
労
災
保
険

に
加
入
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
事
務

組
合
に
委
託
す
る
こ
と
で
「
特
別
労
災

保
険
」
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
業
務
の
実
態
や
災
害
発

生
状
況
な
ど
か
ら
見
て
労
働
者
同
様
保

護
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
方
は
、
労
災

保
険
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な
る
こ
と

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

問
管
理
チ
ー
ム（
℡
２
６
５―

８
１
２
５
）

象
に
、
事
業
主
の
皆
さ
ん
が
行
う
べ
き

事
務
処
理
を
代
行
し
て
い
ま
す
。

　
委
託
で
き
る
事
務
の
範
囲
は
、
申
告
・

納
付
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
労
働
保
険

に
関
す
る
申
請
・
届
出
報
告
に
関
す
る

も
の
全
般
（一部
、
事
務
組
合
で
は
行
え

な
い
事
務
も
あ
り
ま
す
）。
委
託
が
可
能

な
の
は
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
が
、

金
融
・
保
険
・
不
動
産
・
小
売
業
で
50

人
以
下
、
サ
ー
ビ
ス
・
卸
売
業
で
１
０

０
人
以
下
、
そ
れ
以
外
で
３
０
０
人
以

下
の
事
業
所
で
、
事
務
委
託
手
数
料
は

保
険
加
入
人
数
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　
労
働
保
険
事
務
組
合
に
事
務
委
託
す

る
こ
と
で
、
大
き
く
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト
を

享
受
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
ず一つ
目
は
、
労
働
保
険
の
煩
雑
な

事
務
処
理
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
。

　
二
つ
目
は
、
労
働
保
険
料
を
年
３
回

に
分
け
て
納
付
で
き
る
こ
と
で
す
。
労

働
保
険
料
は
年
度
当
初
に一括
で
納
付
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
分
割
納
付
に

つ
い
て
は
、
本
来
な
ら
ば
、
概
算
保
険

料
額
が
40
万
円
（
労
災
保
険
か
雇
用
保

険
の
ど
ち
ら
か一方
の
保
険
関
係
の
み
成

立
し
て
い
る
場
合
は
20
万
円
）
以
上
の

場
合
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
事
務

組
合
に
加
入
し
て
い
る
と
、
保
険
料
の

金
額
に
関
わ
ら
ず
３
分
割
で
納
付
す
る

煩
雑
な
労
働
保
険
の

事
務
処
理
を
委
託
し
た
い
！

労
働
保
険
事
務
組
合
に

事
務
委
託
を
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
？

仙台商工会議所労働保険事務組合
労働保険の申告・納付、各種申請・届出など

労災保険
労働者の業
務上または
通勤途中の
ケガ・病気・入
院・死亡など
を保障

雇用保険
一定の条件下
で事業主に各
種助成金。労
働者の失業時
には失業給付
金等

労働保険

事務処理等を委託

給与計算事務で困っていませんか？
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